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2025 年 12 月 18 日 

 

吸収合併に係る事前開示書類 

 

吸収合併存続会社：会社法第 794 条第 1 項及び会社法施行規則第 191 条に基づく開示事項 

吸収合併消滅会社：会社法第 782 条第 1 項及び会社法施行規則第 182 条に基づく開示事項 

 

東京都渋谷区南平台町２番１７号 

Ａ－ＰＬＡＣＥ渋谷南平台 ４階 

Terra Drone 株式会社 

代表取締役 德重 徹 

 

東京都渋谷区南平台町２番１７号 

Ａ－ＰＬＡＣＥ渋谷南平台 ４階 

Terra Global 株式会社 

代表取締役 德重 徹 

 

Terra Drone 株式会社（以下「甲」といいます。）及び Terra Global 株式会社（以下「乙」と

いいます。）は、2025 年 12 月 15 日付で吸収合併契約書を締結し、甲を吸収合併存続会社、

乙を吸収合併消滅会社、効力発生日を 2026 年 2 月 1 日とする吸収合併（以下「本合併」とい

います。）を行うことに致しました。 

本合併に関する会社法第 782 条第 1 項及び会社法施行規則第 182 条並びに会社法第 794 条

第 1 項及び会社法施行規則第 191 条に基づく開示事項は、以下のとおりです。 

 

1. 吸収合併契約の内容 

別紙 1 の吸収合併契約書をご参照ください。 

 

2. 合併対価についての定めの相当性に関する事項 

本合併は完全親子会社間の吸収合併であるため、本合併に際して、乙の株主に対して、

甲の株式又はこれに代わる金銭等を交付いたしません。また、本合併により、甲の資本金

及び準備金の額は増加いたしません。 

 

3. 吸収合併に係る新株予約権の定めの相当性に関する事項 

該当事項はありません。 

 

4. 吸収合併存続会社についての次に掲げる事項 

(1) 吸収合併存続会社の最終事業年度に係る計算書類等の内容 

別紙 2 に記載のとおりです。 

 

(2) 吸収合併存続会社の最終事業年度の末日後の日を臨時決算日とする臨時計算書類等

の内容 
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該当事項はありません。 

 

(3) 吸収合併存続会社の最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分、重大な債務の

負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象の内容 

 

①Terra DX Solutions 株式会社の株式取得（子会社化） 

 

甲は 2025 年 3 月 14 日付 で、Terra DX Solutions 株式会社の発行済株式の全部（2,000

株）を 1,675 万円で取得し、同社を甲の子会社としています。 

 

②乙に対する債権の株式化（デット・エクイティ・スワップ）の実施 

 

甲は 2025 年 8 月 22 日付で株式会社海外交通・都市開発事業支援機構から乙の発行す

る株式の一部を譲り受けて乙を完全子会社化していたところ、 甲は 2025 年 11 月 18

日付で、乙の債務超過を解消し、その後の吸収合併を円滑に行うことを目的として、

甲が乙に対して有する貸付金のうち 16 億 5,000 万円について債権の株式化（デット・

エクイティ・スワップ）を実施しております。 

 

5. 吸収合併消滅会社についての次に掲げる事項 

(1) 吸収合併消滅会社の最終事業年度に係る計算書類等の内容 

別紙 3 に記載のとおりです。 

 

(2) 吸収合併消滅会社の最終事業年度の末日後の日を臨時決算日とする臨時計算書類等

の内容 

該当事項はありません。 

 

(3) 吸収合併消滅会社の最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分、重大な債務の

負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象の内容 

 

①甲による債権の株式化（デット・エクイティ・スワップ）の実施 

 

上記 4.(3)②の甲による債権の株式化（デット・エクイティ・スワップ）によって、乙

の負債 16 億 5,000 万円は乙の資本金及び資本準備金に振り替えられ、乙の債務超過状

態は解消しております。 

 

6. 吸収合併が効力を生ずる日以後における吸収合併存続会社の債務の履行の見込みに関

する事項 

本合併の効力発生後における甲の資産の額は負債の額を十分に上回ることが見込まれ

ております。また、本合併の効力発生日以後において、甲が負担すべき債務の履行に支障

を及ぼす事象の発生は現在のところ予想されておりません。 
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以上より、本合併の効力発生日以後における甲の債務について、履行の見込みがあるも

のと判断しております。 

 

以 上 
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別紙 1（吸収合併契約書） 

 

 

吸収合併契約書 
 

Terra Drone 株式会社（以下「甲」という。）及び Terra Global 株式会社（以下「乙」という。）

は、以下のとおり合併契約（以下「本契約」という。）を締結する。 

 

第 1 条（合併の方法） 

甲及び乙は、本契約に従い、甲を吸収合併存続会社とし、乙を吸収合併消滅会社として合併

を行う（以下「本合併」という。）。 

 

第 2 条（合併をする会社の商号及び住所） 

(1) 甲（吸収合併存続会社） 

商号：Terra Drone 株式会社 

住所：東京都渋谷区南平台町２番１７号 Ａ－ＰＬＡＣＥ渋谷南平台 ４階 

(2) 乙（吸収合併消滅会社） 

商号：Terra Global 株式会社 

住所：東京都渋谷区南平台町２番１７号 Ａ－ＰＬＡＣＥ渋谷南平台 ４階 

 

第 3 条（合併に際して交付する金銭等及び割当に関する事項） 

甲は、本合併に際して、乙の株主に対して、甲の株式又はこれに代わる金銭等の対価を交付

しない。 

 

第 4 条（甲の資本金及び準備金の額） 

本合併に際し、甲の資本金、資本準備金及び利益準備金は増加しない。 

 

第 5 条（合併が効力を生ずる日） 

本合併が効力を生ずる日（以下「効力発生日」という。）は、2026 年 2 月 1 日とする。但し、

合併手続進行上の必要性その他の事由により、甲及び乙は協議の上、これを変更することが

できる。 

 

第 6 条（株主総会の開催） 

1. 甲は、会社法 796 条 2 項の規定に基づき、本契約を承認する株主総会の承認を得ずに本

合併を行う。但し、会社法 796 条 3 項に規定する場合はこの限りではない。 

2. 乙は、会社法 784 条 1 項の規定に基づき、本契約を承認する株主総会の承認を得ずに本

合併を行う。 

 

第 7 条（会社財産の承継） 

甲は、効力発生日において、効力発生日の前日における乙の全ての資産及び負債並びに権利
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義務の一切を承継する。 

 

第 8 条（会社財産の管理等） 

甲及び乙は、本契約締結後、効力発生日までの間、善良なる管理者としての注意をもって、

それぞれの業務の執行並びに一切の財産の管理及び運営を行う。また、甲及び乙は、本契約

に別段の定めがある場合を除き、その財産又は権利義務に重大な影響を及ぼす行為について

は、予め協議し合意の上、これを行う。 

 

第 9 条（合併条件の変更及び本契約の解除） 

本契約締結後、効力発生日までの間において、天災地変その他の事由により、甲及び乙の資

産状態若しくは経営状態に重大な変動が生じたとき、又はその他本合併の実行に重大な支障

となる事態が生じたときは、協議の上、本合併の条件を変更し、又は本契約を解除すること

ができる。 

 

 

第 10 条（合意管轄） 

1. 本契約に関する訴えは、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 

2. 本契約の成立及び効力並びに本契約に関して発生する問題の解釈及び履行等について

は、日本法に準拠する 

 

第 11 条（協議事項） 

本契約に定める事項のほか、本契約に定めのない事項その他本合併に関し必要な事項は、本

契約の趣旨に従い、甲乙協議の上、これを決定する。 

 

（以下余白） 
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本契約の締結を証するため、本契約書 2 通を作成し、各当事者が各 1 通を保有する。なお、

本契約を電子契約により締結する場合には、契約の成立を証するため本書の電磁的記録を作

成し、署名欄に各当事者がそれぞれ電子署名又はこれに代わる電磁的処理を施すものとす

る。この場合には、電子データである電子契約書ファイルを原本とし、同ファイルを印刷し

た文書はその写しとする。 

 

 

2025 年 12 月 15 日 

 

 

甲：東京都渋谷区南平台町２番１７号 Ａ－ＰＬＡＣＥ渋谷南平台 ４階  

Terra Drone 株式会社 

代表取締役 德重 徹 
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本契約の締結を証するため、本契約書 2 通を作成し、各当事者が各 1 通を保有する。なお、

本契約を電子契約により締結する場合には、契約の成立を証するため本書の電磁的記録を作

成し、署名欄に各当事者がそれぞれ電子署名又はこれに代わる電磁的処理を施すものとす

る。この場合には、電子データである電子契約書ファイルを原本とし、同ファイルを印刷し

た文書はその写しとする。 

 

 

2025 年 12 月 15 日 

 

 

乙：東京都渋谷区南平台町２番１７号 Ａ－ＰＬＡＣＥ渋谷南平台 ４階 

Terra Global 株式会社 

代表取締役 德重 徹 
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別紙 2（吸収合併存続会社の最終事業年度に係る計算書類等の内容） 

 

（添付のとおり） 

 

  



自 2024年 02月01日

至 2025年 01月31日

決 算 報 告 書

2024 年度

Terra Drone 株式会社
渋谷区渋谷２丁目１２−１９ 東建インターナショナルビル 3階



Terra Drone 株式会社 （単位：　円）

貸 借 対 照 表

2025年01月31日　現在

資 産 の 部

科 目 金 額

負 債 の 部

科 目 金 額

【流動資産】 3,823,317,559

現 金 及 び 預 金 3,304,754,221

売 掛 金 117,665,812

貸 倒 引 当 金 ( 売 ) △1,507,540

関 係 会 社 債 権 1,808,699

製 品 143,019,759

仕 掛 品 12,971,858

材 料 102,639,186

前 渡 金 23,142,183

立 替 金 306,040

前 払 費 用 56,914,815

未 収 収 益 15,777,769

未 収 還 付 法 人 税 等 12,541,900

短 期 貸 付 金 30,000,000

未 収 入 金 3,282,857

【固定資産】 4,096,830,986

有 形 固 定 資 産 175,604,904

附 属 設 備 3,844,700

△3,844,698

車 両 運 搬 具 3,387,805

△1,817,899

工 具 器 具 備 品 278,372,587

△113,231,895

建 設 仮 勘 定 8,894,304

無 形 固 定 資 産 91,599,986

営 業 権 3,454,787

ソ フ ト ウ ェ ア 88,145,199

投 資 そ の 他 の 資 産 3,829,626,096

投 資 有 価 証 券 286,063,104

関 係 会 社 株 式 3,100,188,828

敷 金 2,002,220

差 入 保 証 金 83,622,488

長 期 貸 付 金 1,356,889,366

繰 延 税 金 資 産 ( 固 ) 6,224,470

貸 倒 引 当 金 ( 投 ) △1,049,225,180

リ ー ス 投 資 資 産 3,775,800

長 期 未 収 入 金 40,085,000

【流動負債】 415,739,731

買 掛 金 26,737,838

関 係 会 社 債 務 6,582,466

短 期 借 入 金 10,000,000

未 払 金 71,447,170

未 払 法 人 税 等 44,673,300

未 払 消 費 税 等 4,580,315

前 受 金 234,240,901

預 り 金 10,550,741

6,927,000

【固定負債】 5,602,898

繰 延 税 金 負 債 ( 固 ) 2,018,498

リ ー ス 債 務 3,584,400

負 債 の 部 合 計 421,342,629

純 資 産 の 部

【株主資本】 7,455,451,573

資 本 金 1,348,554,075

資 本 剰 余 金 6,993,662,688

資 本 準 備 金 4,563,947,920

資 本 剰 余 金 2,429,714,768

利 益 剰 余 金 △886,765,190

そ の 他 利 益 剰 余 金 △886,765,190

繰 越 利 益 剰 余 金 △886,765,190

【評価・換算差額等】 4,572,581

4,572,581

【新株予約権】 38,781,762

新 株 予 約 権 38,781,762

純 資 産 の 部 合 計 7,498,805,916

附属設備減価償却累計額

車両運搬具減価償却累計額

工具器具備品減価償却累計

1年以内返済長期借入金

その他有価証券評価差額金



Terra Drone 株式会社 （単位：　円）

貸 借 対 照 表

2025年01月31日　現在

資 産 の 部

科 目 金 額

純 資 産 の 部

科 目 金 額

資 産 の 部 合 計 7,920,148,545 負債及び純資産の部合計 7,920,148,545



Terra Drone 株式会社 （単位：　円）

損 益 計 算 書

2024年02月01日 〜 2025年01月31日

【売上高】

売 上 高 1,947,768,550

売 上 高  計 1,947,768,550

【売上原価】

期 首 商 品 棚 卸 179,853,036

当 期 商 品 仕 入 926,304,325

他 勘 定 振 替 高 ( 商 ) △201,089,733

売 上 原 価  計 905,067,628

売 上 総 利 益 1,042,700,922

【販売管理費】

販 売 管 理 費  計 1,333,397,300

営 業 利 益 △290,696,378

【営業外収益】

受 取 利 息 22,822,421

雑 収 入 44,396,986

為 替 差 益 7,379,909

補 助 金 収 入 69,834,583

営 業 外 収 益  計 144,433,899

【営業外費用】

支 払 利 息 274,352

雑 損 失 4,285,463

上 場 関 連 費 用 36,483,953

営 業 外 費 用  計 41,043,768

経 常 利 益 △187,306,247

【特別利益】

固 定 資 産 売 却 益 544,753

特 別 利 益  計 544,753

【特別損失】

固 定 資 産 除 却 損 24,222,604

貸 倒 引 当 金 繰 入 額 334,621,413

特 別 損 失  計 358,844,017

税 引 前 当 期 純 利 益 △545,605,511

【法人税等】

法人税・住民税及び事業税 △49,768,509

法 人 税 等  計 △49,768,509

【法人税等調整額】

法 人 税 等 調 整 額 △6,224,470

法 人 税 等 調 整 額  計 △6,224,470

当 期 純 利 益 △489,612,532



Terra Drone 株式会社 （単位：　円）

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 内 訳 書

2024年02月01日 〜 2025年01月31日

役 員 報 酬 27,058,342

給 料 手 当 353,381,361

賞 与 11,484,128

法 定 福 利 費 62,725,303

福 利 厚 生 費 5,512,910

採 用 教 育 費 47,538,555

外 注 費 224,144,327

荷 造 運 賃 13,394,113

広 告 宣 伝 費 27,299,355

接 待 交 際 費 3,689,431

会 議 費 5,313,134

旅 費 交 通 費 100,921,820

通 信 費 4,495,515

消 耗 品 費 39,864,310

修 繕 費 11,546,884

水 道 光 熱 費 2,937,873

新 聞 図 書 費 245,939

諸 会 費 794,333

支 払 手 数 料 17,910,727

地 代 家 賃 37,281,876

リ ー ス 料 1,253,000

保 険 料 12,636,910

租 税 公 課 62,712,704

支 払 報 酬 料 80,716,598

減 価 償 却 費 80,616,168

貸 倒 繰 入 額 ( 販 ) 15,371,327

雑 費 967,251

研 修 費 518,971

レ ン タ ル 料 4,589,339

通 勤 費 10,534,467

シ ス テ ム 利 用 料 64,981,569

ラ イ セ ン ス 料 958,760

販 売 管 理 費  計 1,333,397,300



  

 
個別注記表 
 

１．重要な会計方針に係る事項に関する注記 
（１）資産の評価基準及び評価方法 

① 有価証券 
ａ 満期保有目的債券 

償却原価法（定額法） 
ｂ その他有価証券 

市場価格のない株式等以外のもの 
時価法（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定） 

市場価格のない株式等 
移動平均法による原価法 

ｃ 関係会社株式 
移動平均法による原価法 

② 棚卸資産 
商品及び製品 移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定） 
原材料及び貯蔵品 移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定） 
仕掛品 個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定） 

 
（２）固定資産の減価償却の方法 

有形固定資産 
(リース資産を除く) 

定率法を採用しております。ただし、建物附属設備については、定額法を採用しております。 
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。 

 
建物附属設備 ８～15年
車両運搬具 ６年
工具、器具及び備品 ４～12年

 
無形固定資産 
(リース資産を除く) 

定額法を採用しております。 
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。 

 
商標権 10年
ソフトウェア ５年

 
 

（３）引当金の計上基準 
貸倒引当金 

金銭債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性
を検討し、回収不能見込額を計上しております。 

 
（４）外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準 

   外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。 
 
（５）主な収益及び費用の計上基準 

 約束した財やサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財やサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認 
識しております。なお、主要な事業における主な履行義務の内容及び収益を認識する通常の時点については、「連結計算書類 
（連結注記表）１. 連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等（４）会計方針に関する事項 ５重要 
な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。 
 

（６）その他計算書類作成のための基本となる重要な事項 
消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。 



  

 
２．会計上の見積りに関する注記 

投資有価証券の評価 
（１）当事業年度の計算書類に計上した該当金額 

投資有価証券（非上場株式） 286,063千円
（２）識別した項目に係る会計上の見積りの内容に関する情報 

連結注記表「２. 会計上の見積りに関する注記 投資有価証券の評価」に記載した内容と同一であります。 
 

    関係会社株式の評価 
（１）当事業年度の計算書類に計上した該当金額 

関係会社株式 3,100,188千円
（２）識別した項目に係る会計上の見積りの内容に関する情報 

① 算出方法 
関係会社株式のうち市場価格のない株式については、取得原価をもって貸借対照表価額としております。当該関係会社株式の評価に当

たっては、実質価額が著しく低下したときに減損処理を行いますが、回復可能性が十分と見積られる場合には、減損処理を行わないこと
があります。超過収益力が当事業年度末日において維持されているか否かを評価する際には、関係会社ごとに入手することができる直近
の実績データを収集し、関係会社の事業計画の達成状況や市場環境等を総合的に評価して判断しております。 

② 主要な仮定 
関係会社株式の評価における主要な仮定は、各銘柄の取得原価までの回復可能性を合理的に判断するための事業計画に含まれる売上高

及び営業利益であります。 
③ 翌事業年度の財務諸表に与える影響 
会計上の見積りに用いた仮定は不確実性を有しており、関係会社の属する市場環境や競合他社の状況により、関係会社株式評価損を計

上する可能性があります。 
 

３．貸借対照表に関する注記 
（１）有形固定資産の減価償却累計額 118,894千円 
（２）関係会社に対する金銭債権及び金銭債務は以下のとおりであります。 
    金銭債権 

短期金銭債権 1,808千円
    金銭債務 

短期金銭債務 6,582千円
（３）保証債務 553,585千円 
    連結子会社におけるJOIN(海外交通・都市開発事業支援機構)からの借入金に対して、債務保証を行っております。 

 

４．損益計算書に関する注記 
（１）関係会社との取引高は以下のとおりであります。 

売上高 6,469千円
仕入高 228〃 
販売費及び一般管理費 47,484〃 

   営業取引以外の取引高 
営業外収益 115千円
特別損失 334,621〃 

 
５．税効果会計に関する注記 
 （１）繰延税金資産の発生の主な原因 

未払事業税 12,291千円
貸倒引当金 321,783〃 
一括償却資産 3,584〃 
繰延資産 1,196〃 
投資有価証券 157,930〃 
その他 55,473〃 

繰延税金資産小計 552,259〃 
評価性引当額 △546,035〃 

繰延税金資産合計 6,224〃 

 （２）繰延税金負債の発生の主な原因 
その他有価証券評価差額金 2,018千円

繰延税金負債合計 2,018〃 

繰延税金資産純額 4,205〃 

 
 



  

６．関連当事者との取引に関する注記 
役員及び個人主要株主等 

種 類 会社等の名称 
又は氏名 

議決権等の所有
（被所有）割合 

関連当事者 
との関係 取引内容 取引金額 

（千円） 科 目 期末残高 
（千円） 

役員 
主要株主 德重 徹 （被所有） 

直接14.43％ 
当社 

代表取締役 
新株予約権の 

付与 29,745 新株予約権 29,816 

取引条件及び取引条件の決定方針等 
（注）１新株予約権の権利付与は、2024年６月14日開催の取締役会決議に基づき付与された第17回有償新株予約権について記載して 
    おります。なお、「取引金額」欄は、当事業年度における新株予約権の権利付与時の払込金額を乗じた金額を記載しておりま 
    す。 
 

子会社等 
 

種 類 会社等の名称 
又は氏名 

議決権等の所有
（被所有）割合 

関連当事者 
との関係 取引内容 取引金額 

（千円） 科 目 期末残高 
（千円） 

子会社 Terra Global 
株式会社 

（所有） 
直接51.00％ 子会社 資金の貸付 396,790 関係会社 

⾧期貸付金 1,356,889 

子会社 PT. Terra Drone  
Indonesia 

（所有） 
直接99.99％ 子会社 

物品の販売 4,463 関係会社債権 ― 

立替金の請求 1,226 関係会社債権 ― 

役務の受領 18,934 関係会社債務 29 

立替金の支払 6,184 関係会社債務 5,787 

増資 600,000 関係会社株式 1,414,698 

子会社 Terra Drone  
Agri SDN. BHD. 

（所有） 
直接100.0％ 子会社 

立替金の請求 48 関係会社債権 ― 

立替金の支払 120 関係会社債務 ― 

増資 100,000 関係会社株式 201,805 

子会社 Terra 
Inspectioneering B.V. 

（所有） 
直接100.0％ 子会社 

物品の販売 2,005 関係会社債権 1,808 

立替金の支払 304 関係会社債務 ― 

増資 16,324 関係会社株式 309,469 

子会社 Unifly NV 
（所有） 

直接8.46％ 
間接42.54％ 

子会社 
役務の受領 28,778 

関係会社債務 765 
立替金の支払 7,271 

子会社 Terra Drone 
Arabia for Drones 

（所有） 
直接100.0％ 子会社 

立替金の請求 292 関係会社債権 ― 

立替金の支払 328 関係会社債務 ― 

資金の貸付 30,000 関係会社 
短期貸付金 30,000 

増資 105,889 関係会社株式 144,669 

取引条件及び取引条件の決定方針等 
（注）１上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておりません。 
   ２価格その他の取引条件は、毎期価格交渉のうえ、一般取引先と同様に決定しております。 
   ３資金の貸付については、借入利率は市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。 
   ４子会社Terra Global株式会社への関係会社⾧期貸付金に対し、合計1,009,140千円の貸倒引当金を計上しております。また 
    当連結会計年度において合計334,621千円の貸倒引当金繰入額を計上しております。 
 

７．収益認識に関する注記 
収益を理解するための基礎となる情報は、連結注記表「１. 連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等（４）会

計方針に関する事項 ５重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。 

 
８．１株当たり情報に関する注記 

（１）１株当たり純資産 800円46銭
（２）１株当たり当期純損失 58円50銭

（注）当社は2024年７月25日付で普通株式１株につき100株の割合で株式分割を行っておりますが、当事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、１株当たり純資
産及び１株当たり当期純利益を算定しております。 
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独立監査人の監査報告書

2025年４月30日

Terra Drone株式会社

取締役会 御中

有限責任監査法人トーマツ

東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 豊泉 匡範

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 鈴木 覚

＜連結財務諸表監査＞

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いるTerra Drone株式会社の2024年２月１日から2025年１月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸

借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結

財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、

Terra Drone株式会社及び連結子会社の2025年１月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経

営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ

る当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ

る職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責

任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
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監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重

要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見

の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

【製品の販売にかかる収益認識の期間帰属】

監査上の主要な検討事項の
内容及び決定理由

監査上の対応

【注記事項】（セグメント情報等）に記載のとおり、
各報告セグメントの売上高は「ドローンソリューション
セグメント」3,877,247千円「運航管理セグメント」
628,321千円である。上記「ドローンソリューションセ
グメント」は製品の販売による事業とサービスの提供を
行う事業で構成され、「運航管理セグメント」はサービ
スの提供を行う事業によって構成されている。

「ドローンソリューション」の製品の販売事業では、
自社開発製品であるTerra Lidarシリーズの販売を行っ
ており、同セグメントのサービスの提供事業では、主と
して、国内においては測量・点検サービスの提供を行う
とともに、海外ではこれに加え農薬散布サービスを提供
している。

自社開発製品であるTerra Lidarシリーズの販売は各
種のサービス提供に比べて1件当たりの売上高が高単価
となる傾向にある。また、Terra Lidarシリーズの販売
は各製品別に基本となる価格設定があり、製品のグレー
ド等によりその価格も変動する。

会社の予算達成状況や売上の水準については、財務諸
表利用者の関心事であると考えられるが、1件当たりの
売上高が高単価となる当該製品の販売の多寡が会社の予
算達成や売上目標の達成において重要な要素となってい
る。

製品の販売に係る収益認識基準は、【注記事項】（連
結財務諸表作成のための基本となる重要な事項）４．会
計方針に関する事項の(5) 重要な収益及び費用の計上基
準 に記載のとおりであり、履行義務は製品が顧客に検
収された時点で充足されることで売上高を計上してい
る。1件当たりの売上高が多額となる製品の販売におい
て、当年度に検収が完了するかどうかは、会社の連結財
務諸表に重要な影響を与えると考えられる。

これら製品の販売の特性から、Terra Lidarシリーズ
の販売に係る収益認識の期間帰属について監査上、慎重
な検討が必要であるため、当該事項を監査上の主要な検
討事項と判断した。

当監査法人は、製品の販売に係る収益認識の期間帰属
の適切性を検証するため、主として以下の監査手続を実
施した。

（内部統制の理解・評価）
会社の製品の販売に関する収益認識のプロセスを理解

するとともに、特に以下に関する内部統制について、IT
専門家とも連携して整備・運用状況の評価を実施した。
・製品の販売に係る収益認識に関し、検収の確認を含

む売上計上の期間帰属に関連する内部統制の有効性を評
価した。
・請求書発行時にシステム上で行われる承認行為に基

づいて自動的に売上計上の処理がなされることに関連す
るIT業務処理統制を評価した。

（分析的手続・リスク評価手続）
・売上高の計上に関して通期での推移分析及び過年度

実績との比較分析を実施し、その計上時期に関する偏り
の有無を確認することでリスク評価を実施した。
・製品別の販売単価について通期で分析（以下、単価

分析）を行い、1件当たりの売上高が高単価となる売上
高の計上の有無を識別するための分析を行った。

（実証手続）
・単価分析及びリスク評価の結果識別された売上高に

ついて、顧客管理システムで管理している納品日を閲覧
し、当初に予定された納期から大きな変更がなされてい
ないことを確認した。
・単価分析の結果識別された売上高及びサンプリング

により抽出した製品販売取引について、検収書類との突
合により検収の有無及び検収日との整合を確認した。
・単価分析の結果識別された売上高について、その入

金証憑と突合又は売上債権に係る残高確認手続により、
売上高の計上時期を確認しその期間帰属の妥当性を検討
した。
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その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書

以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責

任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の

記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内

容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そ

のような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告

することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正

に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するた

めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるか

どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示

する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ

る。

連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表

示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明

することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利

用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と

しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続

を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切

な監査証拠を入手する。

・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評

価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及

び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基

づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか

結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記

事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸

表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証

拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠している

かどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎とな

る取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
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・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を

入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査

意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制

の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、

並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている

場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を

行う。

監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判

断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表

が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利

益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

＜報酬関連情報＞

当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬

及び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等(3)【監査の状

況】に記載されている。

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

以 上

(注) １．上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書

2025年４月30日

Terra Drone株式会社

取締役会 御中

有限責任監査法人トーマツ

東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 豊泉 匡範

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 鈴木 覚

＜財務諸表監査＞

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いるTerra Drone株式会社の2024年２月１日から2025年１月31日までの第９期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照

表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、

Terra Drone株式会社の2025年１月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な

点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ

る当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職

業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要である

と判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成におい

て対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

【製品の販売にかかる収益認識の期間帰属】

個別財務諸表の監査報告書で記載すべき監査上の主要な検討事項「製品の販売にかかる収益認識の期間帰属」は、
連結財務諸表の監査報告書に記載されている監査上の主要な検討事項「製品の販売にかかる収益認識の期間帰属」と
同一内容であるため、記載を省略している。
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その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書

以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責

任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載

内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と

財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような

重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告

することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表

示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営

者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを

評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要

がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ

る。

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示が

ないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること

にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決

定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と

しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続

を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切

な監査証拠を入手する。

・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の

実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及

び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、

継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付

ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意

を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項

付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、

将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど

うかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計

事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制

の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
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監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、

並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている

場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を

行う。

監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事

項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止さ

れている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回

ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

＜報酬関連情報＞

報酬関連情報は、連結財務諸表の監査報告書に記載されている。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

(注) １．上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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別紙 3（吸収合併消滅会社の最終事業年度に係る計算書類等の内容） 

 

（添付のとおり） 

 

 

 



自 2024年 02月01日

至 2025年 01月31日

決 算 報 告 書

第 3 期

Terra Global株式会社
東京都渋谷区渋谷二丁目１２番１９号 東建インターナショナルビル3階



Terra Global株式会社 （単位：　円）

貸 借 対 照 表

2025年01月31日　現在

資 産 の 部

科 目 金 額

負 債 の 部

科 目 金 額

【流動資産】 3,335,486

現 金 及 び 預 金 3,295,969

前 払 費 用 39,456

未 収 還 付 税 金 61

【固定資産】 1,877,860,447

投 資 そ の 他 の 資 産 1,877,860,447

関 係 会 社 株 式 1,877,860,447

資 産 の 部 合 計 1,881,195,933

【流動負債】 15,764,879

未 払 金 33,000

未 払 費 用 15,661,879

未 払 法 人 税 等 70,000

【固定負債】 1,910,475,196

長 期 借 入 金 553,585,830

関 係 会 社 長 期 借 入 金 1,356,889,366

負 債 の 部 合 計 1,926,240,075

純 資 産 の 部

【株主資本】 △45,044,142

資 本 金 500,000

資 本 剰 余 金 500,000

資 本 準 備 金 500,000

利 益 剰 余 金 △46,044,142

そ の 他 利 益 剰 余 金 △46,044,142

繰 越 利 益 剰 余 金 △46,044,142

純 資 産 の 部 合 計 △45,044,142

負債及び純資産の部合計 1,881,195,933

1 / 5



Terra Global株式会社 （単位：　円）

損 益 計 算 書

2024年02月01日 〜 2025年01月31日

科 目 金 額

売 上 総 利 益 0

【販売管理費】

販 売 管 理 費  計 840,919

営 業 損 失 840,919

【営業外収益】

受 取 利 息 401

為 替 差 益 1

営 業 外 収 益  計 402

【営業外費用】

支 払 利 息 9,329,392

営 業 外 費 用  計 9,329,392

経 常 損 失 10,169,909

税 引 前 当 期 純 損 失 10,169,909

【法人税等】

法人税・住民税及び事業税 70,000

法 人 税 等  計 70,000

当 期 純 損 失 10,239,909

2 / 5



Terra Global株式会社 （単位：　円）

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 内 訳 書

2024年02月01日 〜 2025年01月31日

科 目 金 額

広 告 宣 伝 費 67,574

支 払 手 数 料 71,400

租 税 公 課 89,559

シ ス テ ム 利 用 料 48,386

支 払 報 酬 564,000

販 売 管 理 費  計 840,919
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Terra Global株式会社

個 別 注 記 表

2024年02月01日 〜 2025年01月31日

１．重要な会計方針に係る事項に関する注記
　　　その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

　　　消費税等の会計処理
　　　消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
　　　なお、控除対象外消費税等は、当期の費用として処理しております。
　　　

 ２．株主資本等変動計算書に関する注記
　　　当事業年度の末日における発行済株式の数
　　　普通株式　100株 
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事業報告書 

 

 

 

 

 

 

 

Terra Global株式会社 
 
 



 

 

事  業  報  告 

( 2024年２月１日から 
2025年１月31日まで ) 

 

 

１. 会社の現況 

(1) 当事業年度の事業の状況 

①事業の経過及び成果 

当事業年度(2024年２月１日〜2025年１月31日) におけるわが国経済は、

大幅な円安によるインバウンド需要の増加や雇用環境の改善に伴い緩やかに

回復が進む一方で、食料・光熱費などの生活必需品を筆頭に消費者物価の上

昇などが影響し、個人消費は鈍い動きに留まっています。また、米国大統領

選挙の影響や中国経済の停滞、ロシアによるウクライナ侵攻、中東情勢の緊

張感の高まりなどの地政学リスクにより不安定な国際情勢が続いており、景

気の先行きは依然として不透明な状況が続いています。 

このような経営環境の中、当社はベルギーUnifly NVの株式取得も完了

し、親会社であるTerra Drone㈱が、2024年11月に東京証券取引所グロース

市場に上場した事によって、当社の目的・役割を完遂した年度となりまし

た。以上の結果、当事業年度における売上高は－千円、営業損失は840千

円、経常損失は10,169千円、当期純損失は10,239千円となりました。 

 

② 設備投資の状況 

該当事項はありません。 

 

③ 資金調達の状況 

2024年11月に、㈱海外交通・都市開発事業支援機構社に対する期限前弁

済を行うため、以下の借入を実行しております。 

借入先 
金額 

（千円） 

Terra Drone株式会社 384,317,529 

合計 384,317,529 

 

 

 



 

 

(2) 直前３事業年度の財産及び損益の状況 
 

区 分  
第 １ 期 

(2023年１月期) 
第 ２ 期 

(2024年１月期) 

第 ３ 期 
(当事業年度) 
(2025年１月期) 

売 上 高 (千円) ― ― ― 

経常利益または経常損
失 （ △ ） 

(千円) △23,926 △11,744 △10,169 

当期純利益または当期
純損失（△） 

(千円) △23,990 △11,814 △10,239 

１株当たり当期純損失（△） (円) △239,902 △118,140 △102,399 

総 資 産 (千円) 1,723,617 1,879,073 1,881,195 

純 資 産 (千円) △22,990 △34,804 △45,044 

１ 株 当 た り 純 資 産 (円) △229,902 △348,042 △450,441 

 

 

(3) 重要な親会社及び子会社の状況 

当社の親会社はTerra Drone株式会社であり、同社は当社の株式を51株

（出資比率51％）保有しています。当社は、親会社から主としてベルギーにあ

るUnifly NVの株式取得資金を借入れております。  

 

(4)対処すべき課題 

当社は無人航空機運航管理システム整備事業に参画するため設立されました

が、当初目的のとおり、Unifly NVの株式を遅滞なく取得を完了し、親会社で

あるTerra Drone㈱が、2024年11月に東京証券取引所グロース市場に上場した

事によって、当社の目的・役割を完遂しましたので、株主間の対話によって

当社の清算手続きに着手して行く所存です。 

 

(5) 主要な事業内容（2025年１月31日現在） 
 

事 業 区 分 事 業 内 容 

ド ロ ー ン 事 業 
ドローン事業及びドローン事業を営む会社の株式又は
持分を保有することによる事業活動の支配及び管理 

 
 

 

 

 



 

 

(6) 主要な営業所（2025年１月31日現在） 
 

名 称 所  在  地 

本 社 東京都渋谷区渋谷二丁目12番19号 

 
 

(7) 使用人の状況（2025年１月31日現在） 
 

事 業 区 分 使 用 人 数 

ド ロ ー ン 事 業 ― （―）名 
 

（注）使用人数は就業人員であり、契約社員及びアルバイトは（ ）内に年間の平均人員

を外数で記載しております。 

 

(8)主要な借入先の状況（2025年１月31日現在） 
 

借 入 先 借 入 額 

T e r r a  D r o n e 株 式 会 社 1,356,889千円 

株 式 会 社 海 外 交 通 ・ 都 市 開 発 事 業 支 援 機 構 553,585千円 

 

(9) その他会社の現況に関する重要な事項 

 該当事項はありません。 

  



 

 

２. 株式の状況（2025年１月31日現在） 

 

(1) 発行可能株式総数 普通株式 5,000株 

   

(2) 発行済株式の総数 普通株式 100株 

   

(3) 株主数 普通株式 ２名 

   

(4) 大株主（上位10名） 
 

株 主 名 普 通 株 式 持 株 比 率 

T e r r a  D r o n e 株 式 会 社 51株 51.0％ 

株式会社海外交通・都市開発事業支援機構 49株 49.0％ 

 

 
100株 100.0% 

 
（注）当社は、自己株式を保有しておりません。 

 

(5) 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況 

該当事項はありません。 

 

３. 新株予約権等の状況 

(1) 当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価として

交付された新株予約権の状況 
  

  該当事項はありません。 

 

(2) 当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権

の状況 

該当事項はありません。 
  

 

(3)その他新株予約権等に関する重要な事項 

該当事項はありません。 

  



 

 

 

４. 会社役員の状況 

取締役及び監査役の状況（2025年１月31日現在） 
 

会社における地位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況 

代 表 取 締 役 徳 重 徹 
Terra Drone㈱ 代表取締役 
Terra Charge㈱ 代表取締役 
Unifly NV 取締役 

取 締 役 関  鉄 平 
Terra Drone㈱ 取締役管理担当 
Terra Drone Agri SDN. BHD. 取締役 
PT. Terra Drone Indonesia Komisaris 

取 締 役 末  永  寛  嗣 
(株)海外交通・都市開発事業支援機構事
業推進部専任部長 第３グループ長 

監 査 役 児 島  和 子 Terra Drone㈱ 常勤監査役 

 
（注）１.2024年３月29日開催の第２期定時株主総会において、德重徹氏、関鉄平氏、末

永寛嗣氏が取締役に選任されました。 

２.2022年３月31日開催の臨時株主総会において、児島和子氏が監査役に選任され 

ました。 

 

５. 内部統制システムの整備及び運用状況 

(1)内部統制システムの整備状況 

当社株式の51%を保有するTerra Drone株式会社は、2023年8月16日付にてTerra 

Drone Group内部統制システムに関する基本方針を取締役会にて決議し制定致 

しました。 

① 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

③ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保する体制 

④ Terra Drone Groupの企業集団における業務の適正を確保するための体制 

⑤ Terra Drone Groupの損失の危機管理に関する規程その他の体制 

⑥ 監査役設置会社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求め

た場合における当該使用人に関する事項並びにその使用人と取締役からの

独立性に関する事項 

⑦ 監査役設置会社の役職員の監査役への報告及び子会社職員の親会社監査役

への報告に関する体制 

⑧ 監査役へ報告したことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保す

るための体制 

⑨ 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の

職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項 



 

 

⑩ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

 

 (2)内部統制システムの運用状況 
 ① 取締役は他の取締役と情報や法的留意事項についての共有を推進していま 

   す。 

 ② 監査役は取締役の職務の執行の適正性を監査しています。 

 ③ 株主総会、取締役会の議事録、経営及び業務執行に関わる重要な情報につ 

いては、法令に従い、適切に記録し、定められた期間保存しています。 

 ④ 監査役は取締役会に出席し、当社の財産及び事業に重大な影響を及ぼす可 

能性のある事項について報告を受けています。 
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Terra Global株式会社 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
  



 

 

 

 
  



 

 

 



 

 

 

  



 

 

 

 

 
監査役の監査報告（第３期） 

 

 

 

 


